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別 紙 

八経経第３７３号（平成２年８月３日）   制定  

八経経第２６９号（平成３年４月１１日）  改正 

八経経第２６９号（平成６年８月１５日）  改正 

八経経第１３１号（平成８年４月１日）   改正 

八経経第 ６１号（平成９年４月１日）   改正 

八経経第３７７号（平成９年１２月９日）  改正 

八経経第 ６７号（平成１０年３月６日）  改正 

八総経第２０４号（令和３年３月２３日）  改正 

八総経第１１７号（令和４年１０月３１日） 改正 

 

 

第八管区海上保安本部入札・見積者心得 

 

 

この心得書は、第八管区海上保安本部における工事、製造、物件の買入れ等（以下「工事等」

という。）に関する一般競争入札、指名競争入札、又は見積に参加しようとする者（以下「入

札者等」という。）が有効な入札書又は見積書（以下「入札書等」という。）を提出するため

に必要な一般事項について定めるものとする。 

 

 

第１   入札者に必要な資格に関する事項 

第２   契約説明会等に関する事項 

第３   入札保証金に関する事項 

第４   入札等に関する事項 

第４－２ 条件付きの入札に関する事項 

第４－３ 公正な入札の確保に関する事項 

第４－４ 入札の辞退に関する事項 

第５   開札等に関する事項 

第６   入札等の無効に関する事項 

第７   落札者等の決定に関する事項 

第８   契約保証金に関する事項 

第９   契約書及び請書の作成に関する事項 

第１０  契約書条項に関する事項 

第１１  手続きに使用する様式 
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第１ 入札者等に必要な資格に関する事項 

１ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「令」という。）第７０条及び

第７１条（第９８条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、競争に参加できな

いとされた者でないこと。 

２ 第八管区海上保安本部競争参加資格審査において、契約物件に対応する等級に格付けさ

れた者又は同等の資格を有すると認められたものであること。 

３ 指名競争の場合に指名される者又は見積合せの場合に見積りをする者は、有資格等級に

格付けされた者及び同等の資格を有する者の中から、次に掲げる事項を勘案して決定され

る。 

ただし、（2）に掲げる事項については「国の物品等または特定役務の調達手続きの特

例を定める政令（昭和５５年１１月１８日政令第３００号。以下「特例政令」という。）」

第３条の規定による調達契約（以下「特定調達契約」という。）に関して、又、（4）か

ら（6）に掲げる事項については物件の買入れに関して、それぞれ適用しない。 

（1） 指名競争契約又は見積合せ（以下「指名競争等」という。）に付する工事等と同種の

工事等に相当な経験を有し、かつ契約の履行状況等の実績が良好であること。 

（2） 契約の履行について、地理的条件に適合していること。 

（3） 調達する物件の納入、保守、部品の補給等が適切に行われること。 

（4） 指名競争等に付する工事等と同種の工事等に相当な実務経験を有する技術者及び現場

代理人を有すること。 

（5） 特殊な技術、機械、施設等を必要とする場合において、これを保有すること。 

（6） 工事能力又は製造能力に余裕があること。 

４ 一般競争の公告若しくは指名競争の公示（以下「入札公告等」という。）又は入札説明

書により特定の資格を求められた場合は、当該資格を有することを証明できる者であるこ

と。 

５ 暴力団の排除 

  別添「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾のうえ、入札しなければならない。 

 

第２ 契約説明会等に関する事項 

１ 契約の性質又は目的により必要がある場合は、説明会を行う。 

２ 説明会の日時場所については、入札公告等により通知する。ただし、指名競争等の場合

であっては当該指名等の通知と併せて、また特定調達契約であって入札説明書に関する事

項について照会を要することとした場合は、当該照会に対する回答と併せて、それぞれ通

知する。 

３ 説明会においては、入札公告等の内容について説明を行うほか、仕様の詳細、契約に関

する事項等の説明を行う。 

４ 入札者等は、説明会に出席するものとし、説明会で説明を受けた内容について聞き漏ら

し等により損害を受けたときは入札者等の負担とする。 

５ 入札者等は、入札公告等に係る工事等の仕様、その他必要事項を記載した入札説明書等
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の交付を申請することができる。 

 

第３ 入札保証金に関する事項 

１ 競争参加者は、入札公告等において入札保証金を納付することとされた場合は、入札書

の提出期限までに入札保証金を納付し、又は入札保証金に代わる担保を提供しなければな

らない。 

ただし、入札書の提出期限までに、保険業法第１条の免許を受けた保険会社との間に国

を被保険者とする入札保障保険契約を結び、その保険証券を提出したときは、これを免除

する。 

２ 入札保証金の額は、競争参加者の見積金額の５／１００以上の額とし、千円未満の端数

があるときは千円に切り上げた金額とする。 

３（1） 競争参加者が入札保証金を納付する場合は、第八管区海上保安本部歳入歳出外現金

出納官吏（以下「現金出納官吏」という。）の保管金取扱店（日本銀行舞鶴代理店）

に保管金振込書を添えて現金（日本国通貨に限る。以下同じ）を振込み、保管金取扱

店より保管金領収書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて現金出納官吏に提出

しなければならない。 

（2） 現金出納官吏は、保管金領収書の提出を受けたときは、当該提出者に保管金受領証

書を交付する。 

４（1） 競争参加者が入札保証金に代わる担保を提供する場合は、通常「国債」によるもの

とする。 

（2） 競争参加者が国債を担保として提供する場合は、国債に政府保管有価証券提出書及

びその印鑑を添えて第八管区海上保安本部政府保管有価証券取扱主任官（以下「有価

証券取扱主任官」という。）に提供しなければならない。 

（3） 有価証券取扱主任官は、国債の提供を受けたときは、当該提供者に政府保管有価証

券受領書を交付する。 

（4） 競争参加者が国債以外の有価証券等（令第７８条に定めるもの。）を担保として提

供する場合は、その手続きについては国債を提供する場合に準ずるものとし、その価

値については「契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第５２号）」第９条の規定に

よるものとする。 

５（1） 競争参加者が入札保証金の免除を受けるため入札補償保険契約を結んだ場合は、当

該保険証券に保険証券提出書を添えて第八管区海上保安本部支出負担行為担当官又

は契約担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）に提出しなければならない。 

（2） 支出負担行為担当官等は、入札保証保険証券の提出を受けたときは、当該提出者に

保険証券受領書を交付する。 

６（1） 落札者が決定したときは、落札者以外の者は、現金出納官吏、有価証券取扱主主任

官又は支出負担行為担当官等（以下「支出負担行為担当官等」という。）に保管金受

領証書、政府保管有価証券受領証書又は保険証券受領証書を提出して、入札保証金、

国債又は、入札保証保険証券（以下「入札保証金等」という。）の還付の請求をしな



- 4 - 

ければならない。 

（2） 現金出納官吏は、入札保証金等の還付の請求を受けたときは、これを還付するもの

とする。 

（3） 還付を受けるものに代わって入札保証金等を受領するものは、委任状を提出しなけ

ればならない。 

７ 落札者は、当該競争入札に係る契約書を取り交わした後、前号の手続きにより入札保証

金等の還付を請求しなければならない。 

ただし、入札保証金は契約保証金の一部に、入札保証金の納付に代えて提供した担保に

ついては、契約保証金の納付に代えて提供する担保の一部にそれぞれ振り替えることがで

きる。 

８ 落札書の入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、国に帰属するものとする。 

 

第４ 入札等に関する事項 

１ 入札等に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨表示に限るものと

する。 

２ 入札者等は、仕様書、図面又は備付見本、契約書及び現場等（以下「仕様書等」という。）

を熟知のうえ、入札又は見積り（以下「入札等」という。）をしなければならない。この

場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができ

る。 

ただし、入札書等を提出した後、仕様書等について不知不明を理由として異議を申し立

てることはできない。 

３ 競争入札における入札回数及び随意契約における見積合せ回数は、原則２回とする。 

４ 入札書等を電子調達システムにより提出する場合は、入力画面上において作成し、書面

により提出する場合は、別紙様式１及び別紙様式２により作成するものとする。 

５ 入札書等の記載事項 

（1） 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。 

（2） 入札者等は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。 

（3） 入札書等に記載する日付は、入札書等を提出する日又は郵送する日とする。 

（4） 入札書等には、入札者等の住所及び氏名を記載（法人にあっては、所在地、法人名及

び代表者の氏名を記載）しなければならない。 

ただし、外国人にあっては署名をもって押印に代えることができる。 

入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任 

者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。 

（5） その他必要な事項を記載するものとする。 

６ 入札書等は、原則として直接提出するものとし、やむを得ない場合は、支出負担行為担

当官等あて郵送（書留郵便に限る。）にすることができる。 

７ 入札書等は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒に法人名等（代理人等を含む）及び「契約

件名、開札年月日、入札書在中」を朱書きするものとする。 
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また、郵送による場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、中

封筒に法人名等（代理人等を含む）及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書きする

ものとし、当該入札等日時又は入札書の受領最終日時までに到着するように提出しなけれ

ばならない。 

８ 入札者等は、入札公告、説明会等で定められた要件を証明した書類を入札書等受領期限

までに提出しなければならない。 

９ 入札者等は、令第７１条第１項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできな

い。 

10 入札者等から委任を受けた代理人が入札等を行う場合は委任状を入札等に先立って提

出するとともに（当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更が

ない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委

任状をその都度提出することを省略することができる。 

この場合において、特定の入札等に関してのみ、これと異なる代理人を選任して委任す

ることは認めない。）入札書等に委任者の法人名及び代表者名を記載し、受任者の住所、

氏名（法人にあっては、所在地、法人名及び代表者名）を記載し、押印しなければならな

い。 

11 入札者等及びその代理人は、当該調達に係る入札等について他の入札者等の代理人にな

ることはできない。 

12 入札者等及びその代理人は、提出した入札書等の引き換え、変更または取消しをするこ

とはできない。 

 

第４－２ 条件付きの入札に関する事項 

特例政令第８条第１項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行っ

た者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合に

あっては、指名されることを条件に入札書を提出することができる。 

 

第４－３ 公正な入札の確保に関する事項 

１ 入札者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札者等及びその代理人が連合又は不穏の挙動をする場合で、競争入札を公正に執行で

きない状態にあると認めたときは、当該入札等を延期又は中止することがある。 

３ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又

は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

４ 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示して

はならない。 

５ 入札参加者のうち、競争に参加する資格のあることを確認された者（確認後、入札参加

を取りやめた者を含む。）は、海上保安庁が実施する公正な入札の確保のための調査に協

力しなければならない。 

６ 電子調達システムによる入札者等は、電子証明書（ICカード）を不正に使用してはなら
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ない。 

 

第４－４ 入札の辞退に関する事項 

１ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができ

る。 

２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより

申し出るものとする。 

（1） 入札執行前にあっては、入札辞退届を入力画面上において作成の上、電子調達システ

ムにより提出し、又は支出負担行為担当官等に直接持参し、若しくは郵送（入札日の前

日までに到達するものに限る）して行う。 

（2） 入札執行中にあっては、入札辞退届けまたはその旨を明記した入札書を入札を執行す

る者に直接提出して行う。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるも

のではない 

４ 入札辞退届の様式は、別紙様式３のとおりとする。 

 

第５ 開札等に関する事項 

１ 開札及び開披（以下「開札等」という。）は、原則として入札者等又はその代理人が出

席して行うものとする。この場合において入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事

務に関係ない職員を立ち会わせてこれを行う。 

２ 入札者等及びその代理人は、開札等を実施しようとする場所に入場しようとするとき

は、入札執行職員に身分証明書等を提示しなければならない。 

３ 開札等を実施する場所には、入札者等、入札者の代理人、入札執行職員及び立ち会い職

員以外の者は入場できない。 

４ 入札者等及びその代理人は、特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札等

が終了するまで、開札等を実施する場所から退場できない。 

５ 次の各号の一に該当する者」は、開札等を実施する場所から退去させるものとする。 

（1） 公正な執行を妨げ、又は妨げようとした者。 

（2） 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るため連合したとき。 

６ 開札等をした場合において、入札等金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札等が

ないときは、再度入札等を行う。 

この場合において、入札者等及びその代理人のすべてが立会いしているときは、原則と

して引続き入札等を行う。 

ただし、郵送による入札を行った者がある場合及び支出負担行為担当官等がやむを得な

いと認めた場合には、支出負担行為担当官等が別途指定する日時に再度入札をおこなう。 

７ 競争に付しても入札者がないとき、入札公告等に基づき再度の入札をしても落札者がな

いとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約を行う。 
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第６ 入札等の無効に関する事項 

入札書等次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 

（1） 入札公告に定められた資格のない者（開札日時までに必要な資格を有すると認められ

た者は除く。）が提出したもの。 

（2） 指名競争による入札において、指名通知を受けていない者のした入札。 

（3） 委任状が提出されていない代理人のした入札。 

（4） 入札公告等又は説明会において定めた入札書等の受領期限までに到着しなかったも

の。 

（5） 契約件名の記載のなかったもの又は不明確なもの。 

（6） 入札等の金額のないもの及び金額を訂正したもの又は不明確なもの。 

（7） 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るため

連合した者の入札。 

（8） その他の記載すべき事項について、記載のないもの又は不明確なもの。 

（外国人又は外国法人にあっては本人又は代表者の署名をもって代えることができ

る。） 

（9） 入札保証金が必要な場合、上記第３に定められた入札保証金が受領期限までに納付さ

れなかったもの又はその額が入札金額の５／１００に達していないもの。 

（10） 同一の契約件名（同一開札日）の入札等に２通以上提出したもの。 

（11） 他の入札者等の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者が提出した

もの 

（12） 入札公告、説明会等で定められた要件を証明した書類を入札書等の受領期限までに

提出しなかった者又は証明した書類が適格と認められなかった者が提出したもの。 

（13） 入札等時点において、第八管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止

期間中にある者の提出した入札書等。 

 

第７ 落札者等の決定に関する事項 

１ 予算決算及び会計令第７９号の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最

低価格（売り払いの場合にあっては、最高価格）をもって有効な入札等を行ったものを落

札者又は受注者（以下「落札者等」という。）とする。 

ただし、一般競争の場合であって外国において監督又は検査を行うこととされる契約に

あっては、監督または検査に要する国の費用を考慮のうえ落札者を決定する場合がある。 

２ 消費税抜きの価格相当額で入札等を行った場合においては落札者等が消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札書等に記載された落札決定価格に消

費税率を乗じて得た金額を加算した価格をもって、法律上の落札価格とする。 

３ 法律上の落札価格に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとす

る。 

ただし、単価契約に当たっては、予定数量に対する総価で入札等を行った場合を除き、

原則として端数処理は行わない。 
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予定数量に対する総価で入札等を行った場合で、単価に１円未満の端数が生じたとき

は、１円未満３桁以下を切り捨てるものとする。 

４ 同価の入札等をした者が２人以上あるときは、電子調達システムの備える電子くじを用

いて落札者を決定し、紙入札を行った者のみである場合は、直ちに該当入札者等に「紙く

じ」を引かせて落札者等を決定するものとする。 

５ 前項の場合において、当該入札者等のうち「紙くじ」を引かない者があるときは、入札

等執行事務に関係のない職員にこれに代わって「紙くじ」を引かせ落札者を決定するもの

とする。 

６（1） 予定価格が１千万円を越える工事又は製造その他の請負契約について、契約の相手

方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあると認められるとき（工事の請負契約に限る。）又は

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって

著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申

込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とす

ることがある。 

（2）国土交通大臣が 予算決算及び会計令第８５条に基づき作成した基準に該当する入札

を行った者は、令第８６条第１項に基づく契約担当官等の行う調査に協力しなければ

ならない。 

７ 競争契約の開札において、開札に出席しなかった入札者のうちで開札結果の通知を受け

たい者は、申出により開札結果をその日の翌日から起算して７日以内に書面により通知す

るものとする。 

なお、この通知を受けたい者は、あらかじめ通知のための返信用封筒（宛先及び受取人

の住所、指名等を明記のうえ、所要の料金の切手を貼付したもの）を提出しなければなら

ない。 

 

第８ 契約保証金に関する事項 

１ 落札者等は、入札公告等において契約保証金を納付することとされた場合は、契約書を

とりかわすまでに、契約保証金を納付し、又は契約保証金に代わる担保を提供しなければ

ならない。 

ただし、契約書をとりかわすまでに、保険業法第１条の免許を受けた保険会社との間に

国を被保険者とする履行保証保険を結び、その保険証書を提出したときは、これを免除す

る。 

２ 契約保証金の額は、契約金額の１０／１００以上の額とし、千円未満の端数があるとき

は千円に切り下げた金額とする。 

３ 落札者等が納付した入札保証金を契約保証金の一部に、入札保証金に代えて提供した担

保を契約保証金の納付に代えて提供する担保の一部にそれぞれ振替える場合は、契約書を

取りかわしたとき、それぞれに振り替わったものとする。 

４（1） 落札者等が契約保証金を納付する場合は、入札保証金を納付する場合の手続きに準
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じてこれを納付しなければならない。 

（2） 現金出納官吏は、前項による納付を受けたときは、当該提出者に保管金受領証書を

交付する。 

５（1） 落札者等が契約保証金に代わる担保を提供する場合は、通常「国債」によるものと

し、入札保証金に代わる担保を提供する場合に準じてこれを提供しなければならな

い。 

なお、入札保証金の納付に代えて提供した担保を契約保証金の納付に代えて提供

する担保の一部に振り替える場合には、すでに交付を受けた政府保管有価証券受領

書を併せて提出しなければならない。 

（2） 有価証券取扱主任官は、前項による提供を受けたときは、当該提供者に政府保管有

価証券受領書を交付する。 

６（1） 落札者等が契約保証金の免除を受けるため履行保証保険契約を結んだ場合は、入札

保証保険証書を提出する場合の手続きに準じてこれを提出しなければならない。 

（2） 支出負担行為担当官等は、前項による提出を受けたときは、当該提出者に保険証券

受領証書を交付する。 

７（1） 落札者等は、当該契約に基づく義務を履行したときは、入札保証金等の還付の請求

手続きに準じて、契約保証金等の還付を請求しなければならない。 

（2） 現金出納官吏等は、還付の請求を受けたときは、契約保証金等を還付するものとす

る。 

８ 落札者等の契約保証金等は、その者が当該契約上の義務を履行しないときは、国庫に帰

属するものとする。 

ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときはその定めたとこ

ろによるものとする。 

 

第９ 契約書及び請書の作成に関する事項 

１ 契約書を作成する場合においては、落札者等は、電子調達システムにおいて作成し、又

は支出負担行為担当官等から交付された契約書の案に記名押印（外国人にあっては、押印

に代えて署名によることができる。）し、落札決定の日の翌日から起算して７日以内（行

政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各号に規定する行政

機関の休日を含まない。）に、これを支出負担行為担当官等に提出（電子調達システム上

の提出を含む。）しなければならない。ただし、支出負担行為担当官等の書類による承諾

を得て、この期間を延長することができる。 

２ 契約書又は請書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限るも

のとする。 

３ 落札者等が第１項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効

力を失う。 

４ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者等は、落札決定後すみやかに請書 そ

の他これに準ずる書類を支出負担行為担当官等に提出しなければならない。ただし、支出
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負担行為担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 

５ 契約書及び請書の作成に要する費用は、すべて落札者等の負担とする。 

 

 

第１０ 契約書条項に関する事項 

１ 契約条項については、海上保安庁が定める標準契約書による。ただし、必要に応じて特

約条項を定めることがある。 

２ 契約書及び請書の作成が必要とされない場合においても、契約の履行にあたっては、海

上保安庁が定める標準契約書の各条項の適用があるものとする。 

 

第１１ 手続きに使用する様式 

   本契約手続きに使用する書式は別添様式１から様式２３のとおりとする。なお、使用

しようとする様式の内容が網羅されていると認められる書式を使用するときは、別添様

式に代えて使用することができる。 

 

（付則） 

本心得は、令和４年１１月１日以降に入札手続きを開始するものから適用する。 
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 別添    

 

 

            暴力団排除に関する誓約事項 

 

    当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも 

該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありま 

せん。 

    この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る   

 こととなっても、異議は一切申し立てません。 

    以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 

 

                                    記 

 

  （１）  法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者その他経営

に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所（常時契約を締

結する事務所をいう。）の代表者その他経営に実質的に関与している者、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）である。 

   (２)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 

    (３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

   (４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いる。 

    (５) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 

 


